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解
説
・

福
島
　
雅
博

）

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課	

行
政
第
三
係
長

（

（
令
和
２
年
２
月
２
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
。

今
回
は
、
２
つ
の
改
正
政
令
の
う
ち
平
成
31
年
施

行
改
正
令
に
お
け
る
中
核
市
の
締
結
す
る
特
定
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
に
関

す
る
要
件
の
制
限
等
に
つ
い
て
発
出
さ
れ
た
「「
地

方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
５
条
第
２
項
第
１
号
に
規

定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
及
び
同
項
第
２
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
定
め
る

件
」
の
公
布
に
つ
い
て
（
通
知
）（
平
成
31
年
１
月

31
日
総
行
行
第
18
号
）」（
以
下「
本
通
知
」と
い
う
。）

を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
意
見

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。

１　

は
じ
め
に

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達

手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
30
年
政
令
第
３
４
７
号
。
以
下
「
平
成
31

年
施
行
改
正
令
」
と
い
う
。）
は
、
平
成
30
年
12
月

21
日
に
公
布
さ
れ
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本

国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
欧
協
定
」

と
い
う
。）の
効
力
発
生
の
日（
平
成
31
年
２
月
１
日
）

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

平
成
31
年
施
行
改
正
令
は
、
日
欧
協
定
を
実
施
す

る
た
め
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
（
以
下
「
特
定

地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。）
又
は
中
核
市
に
お
け

る
特
定
役
務
及
び
適
用
範
囲
の
整
備
、
中
核
市
の
締

結
す
る
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
参

加
者
の
資
格
に
関
す
る
要
件
の
制
限
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
欧
協
定
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
地
方

公
共
団
体
又
は
中
核
市
の
経
営
す
る
鉄
道
事
業
又
は

軌
道
事
業
に
お
け
る
運
行
上
の
安
全
に
関
連
す
る
調

達
契
約
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備

し
た
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
30
年
政
令
第
３
５
３
号
）
は
、
平
成
30

年
12
月
27
日
に
公
布
さ
れ
、
日
欧
協
定
の
効
力
発
生

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
18
回
連
載

第
18
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

「
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
第
５
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定

め
る
場
合
及
び
同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要

件
を
定
め
る
件
」
の
公
布
に
つ
い
て

（
平
成
31
年
１
月
31
日
総
行
行
第
18
号
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
通
知
）
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２　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役

務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
に

つ
い
て

（
１
）
趣
旨

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
３
７
２

号
。
以
下
「
地
方
特
例
政
令
」
と
い
う
。）
は
、

１
９
９
４
年
４
月
15
日
に
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定（
以
下「
協

定
」
と
い
う
。）、
２
０
１
２
年
３
月
30
日
に
ス
イ
ス

の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る

協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協

定
（
以
下
「
改
正
協
定
」
と
い
う
。）、
日
欧
協
定
そ

の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団

体
の
締
結
す
る
契
約
の
う
ち
国
際
約
束
の
適
用
を
受

け
る
も
の
の
取
扱
い
に
関
し
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
22
年
政
令
第
16
号
。以
下「
自
治
令
」と
い
う
。）

及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
27
年
政
令
第

４
０
３
号
）
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
必
要
な
事

項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
地
方
特
例
政
令
の
適
用
範
囲

特
定
地
方
公
共
団
体
又
は
中
核
市
が
締
結
す
る
調

達
契
約
の
う
ち
、
そ
の
予
定
価
格
が
総
務
大
臣
の
定

め
る
区
分
に
応
じ
総
務
大
臣
の
定
め
る
額
以
上
の
も

の
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
（
地
方
特
例
政
令
第
３
条

第
１
項
）。
ま
た
、
地
方
特
例
政
令
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
調
達
契
約
を
特
定
調
達
契
約
と
い
う
（
地
方

特
例
政
令
第
４
条
）。

○
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
３
条
第
１
項
に

規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
区
分
及
び
総
務
大

臣
の
定
め
る
額
を
定
め
る
件
（
平
成
30
年
１
月
22

日
総
務
省
告
示
第
22
号
）

※
地
方
特
例
政
令
第
２
条
第
３
号

物
品
等
：
動
産
（
現
金
及
び
有
価
証
券
を
除
く
。）

及
び
著
作
権
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
48
号
）
第
２

条
第
１
項
第
10
号
の
２
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
い
う
。

※
地
方
特
例
政
令
第
２
条
第
４
号

特
定
役
務
：
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
地
方
公
共

団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
役
務
を
い
う
。

イ　

特
定
地
方
公
共
団
体　

改
正
協
定
の
附
属
書

Ⅰ
日
本
国
の
付
表
５
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
若
し

く
は
同
附
属
書
Ⅰ
日
本
国
の
付
表
６
に
掲
げ
る

建
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
日
欧
協
定
の
附
属
書
10
第

２
編
第
Ｂ
節
５
（
ｂ
）
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
役
務

ロ　

地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
22
第
１
項
の
中

核
市　

改
正
協
定
の
附
属
書
Ⅰ
日
本
国
の
付
表

５
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
役
務

（
３
）
主
な
地
方
特
例
政
令
規
定
事
項

地
方
特
例
政
令
に
お
け
る
主
な
規
定
事
項
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
り
、
自
治
令
の
特
例
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。

①　

一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
の
参
加

者
資
格
に
関
す
る
公
示
を
年
度
ご
と
に
行
う
こ

と（
地
方
特
例
政
令
第
４
条
／
自
治
令
第
１
６
７

条
の
５
第
２
項
、
第
１
６
７
条
の
11
第
３
項
の

特
例
）

②　

一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
に
つ
き
事

業
所
の
所
在
地
要
件
を
適
用
し
な
い
こ
と（

1
（

（
地

方
特
例
政
令
第
５
条
／
自
治
令
第
１
６
７
条
の

５
の
２
の
特
例
）

③　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
事
項
及
び
指
名
競
争

区　
　

分

額

物
品
等
の
調
達
契
約

３
０
０
０
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
設
工
事

の
調
達
契
約

22
億
９
０
０
０
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
築
の
た

め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の

他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
の
調

達
契
約

２
億
２
０
０
０
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
右
記
以
外

の
調
達
契
約

３
０
０
０
万
円



自治体法務研究 2019・冬◆ 82

入
札
の
公
示
事
項
を
定
め
る
こ
と
（
地
方
特
例

政
令
第
６
条
、
第
７
条
／
自
治
令
第
１
６
７
条

の
６
、
第
１
６
７
条
の
12
第
２
項
、
第
３
項
の

特
例
）

④　

一
般
競
争
入
札
等
の
参
加
者
に
入
札
説
明
書

を
交
付
す
る
こ
と
（
地
方
特
例
政
令
第
８
条
／

自
治
令
規
定
な
し
）

⑤　

一
般
競
争
入
札
等
に
最
低
制
限
価
格
制
度
を

適
用
し
な
い
こ
と
（
地
方
特
例
政
令
第
９
条
／

自
治
令
第
１
６
７
条
の
10
第
２
項
、
第
１
６
７

条
の
13
の
特
例
）

⑥　

一
度
の
競
争
入
札
に
よ
り
、
複
数
の
者
を
落

札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
地
方
特
例

政
令
第
10
条
／
自
治
令
規
定
な
し
）

⑦　

随
意
契
約
の
事
由
を
よ
り
限
定
す
る
こ
と

（
地
方
特
例
政
令
第
11
条
／
自
治
令
第
１
６
７

条
の
２
第
１
項
、
第
４
項
の
特
例
）

⑧　

一
般
競
争
入
札
等
に
よ
る
落
札
者
又
は
随
意

契
約
の
相
手
方
の
公
示
を
行
う
こ
と
（
地
方
特

例
政
令
第
12
条
／
自
治
令
規
定
な
し
）

（
４
）
財
務
規
則
で
定
め
る
主
な
事
項

地
方
特
例
政
令
第
14
条
に
お
い
て
、
地
方
特
例
政

令
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
特
定
調
達
契
約

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
又

は
中
核
市
の
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

財
務
規
則
で
定
め
る
主
な
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

①　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
は
、
当
該
入
札
期
日

の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
40
日
前
に

都
道
府
県
（
市
）
報
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
は
、

公
告
か
ら
入
札
期
日
ま
で
の
期
間
を
10
日
ま
で

短
縮
で
き
る
こ
と
。

②　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
又
は
指
名
競
争
入
札

の
公
示
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
英
語
、
フ

ラ
ン
ス
語
又
は
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
り
記
載
す
る

こ
と
。

・	

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
役
務
の
名
称
及
び

数
量

・	

入
札
期
日

・	

公
告
又
は
公
示
に
係
る
特
定
調
達
契
約
に
関

す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

③　

地
方
特
例
政
令
第
８
条
に
規
定
す
る
規
則
で

定
め
る
次
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

・	

一
般
競
争
入
札
の
公
告
事
項
又
は
指
名
競
争

入
札
の
公
示
事
項

・	

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
役
務
の
仕
様
そ
の

他
の
明
細

・	

開
札
に
立
ち
会
う
者
に
関
す
る
事
項

・	

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名

称
及
び
所
在
地

・	

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

・	

そ
の
他
必
要
な
事
項

④　

一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
よ
り

落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
又
は
随
意
契
約
の
相

手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
72
日
以
内
に
、
都
道
府
県
（
市
）

報
に
よ
り
、
地
方
特
例
政
令
第
12
条
の
公
示
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

⑤　

④
の
公
示
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

・	

落
札
者
又
は
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
又
は

役
務
の
名
称
及
び
数
量

・	

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名

称
及
び
所
在
地

・	

落
札
者
又
は
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

た
日

・	

落
札
者
又
は
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及

び
住
所

・	

落
札
金
額
又
は
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

・	

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

・	

一
般
競
争
入
札
等
に
よ
る
こ
と
と
し
た
場
合

の
告
示
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

・	

随
意
契
約
に
よ
る
場
合
は
そ
の
理
由

・	

そ
の
他
必
要
な
事
項

３　

日
欧
協
定
の
概
要
に
つ
い
て

本
通
知
を
発
出
す
る
に
至
っ
た
日
欧
協
定
に
つ
い

て
は
、
政
府
に
よ
り
平
成
25
年
４
月
以
来
、
欧
州
連
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合
と
の
間
で
協
定
の
締
結
交
渉
を
行
い
、そ
の
結
果
、

平
成
30
年
7
月
に
署
名
が
行
わ
れ
、
同
年
12
月
に
日

本
と
欧
州
連
合
双
方
に
お
け
る
協
定
発
効
の
た
め
の

国
内
手
続
が
完
了
し
、
平
成
31
年
２
月
１
日
に
発
効

し
て
い
る
。

日
欧
協
定
は
、
日
本
と
欧
州
連
合
と
の
間
に
お
い

て
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
の
自
由
化
及
び
円

滑
化
を
進
め
、
投
資
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
と
と
も

に
、
電
子
商
取
引
、
政
府
調
達
、
競
争
政
策
、
知
的

財
産
、
中
小
企
業
等
の
幅
広
い
分
野
で
の
枠
組
み
を

構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
欧
協
定
に
お
い
て
は
、
第
10
章
が
政
府
調
達
章

と
な
っ
て
い
る
。
日
本
と
欧
州
連
合
は
と
も
に
改
正

協
定
の
加
盟
国
・
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
改
正
協
定

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
約
束
し
て
い
る
調
達
機
関
や

物
品
・
サ
ー
ビ
ス
等
を
基
本
と
し
つ
つ
、
日
本
と
欧

州
連
合
の
供
給
者
の
政
府
調
達
市
場
へ
の
参
加
を
促

進
す
る
た
め
、
双
方
が
市
場
ア
ク
セ
ス
の
改
善
を
実

現
し
た
。

本
通
知
と
の
関
係
で
は
、
中
核
市
の
一
般
競
争
入

札
に
よ
る
一
定
基
準
額
以
上
の
調
達
（
建
設
サ
ー
ビ

ス
を
除
く
）
に
限
り
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
入
札
参
加

者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
資
格
要
件
と
し
て
定
め
る

こ
と
を
可
能
と
し
つ
つ
、
欧
州
連
合
の
供
給
者
も
参

加
で
き
る
よ
う
に
し
、
協
定
等
の
現
行
の
国
際
協
定

と
は
異
な
る
特
別
な
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
の
で
、次
に
よ
り
通
知
の
具
体
的
な
説
明
を
す
る
。

４　

地
方
特
例
政
令
第
５
条
と
本
通
知
に
つ

い
て

（
１
）
地
方
特
例
政
令
第
５
条
（
一
般
競
争
入

札
の
参
加
資
格
に
関
す
る
要
件
の
制
限
等
）

に
つ
い
て

地
方
特
例
政
令
第
５
条
は
、
特
定
調
達
契
約
に
係

る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
事
業
所
の
所
在

地
に
関
す
る
必
要
な
資
格
（
地
域
要
件
）
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
。

同
条
第
１
項
に
お
い
て
は
、
一
般
競
争
入
札
の
参

加
資
格
と
し
て
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
の
事
業

所
の
所
在
地
に
関
す
る
必
要
な
資
格
（
地
域
要
件
）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
自
治
令
第

１
６
７
条
の
５
の
２
の
規
定
の
特
例
と
し
て
、
特
定

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
と
し
て
地
域
要
件
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
協
定
に
お
い
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体

に
は
、
協
定
の
適
用
対
象
の
調
達
に
つ
い
て
、
締
約

国
の
産
品
・
サ
ー
ビ
ス
及
び
供
給
者
に
対
し
無
差
別

待
遇
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

同
条
第
２
項
に
お
い
て
は
、
同
条
第
１
項
と
異
な

り
、
中
核
市
の
長
は
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般

競
争
入
札
の
参
加
資
格
と
し
て
地
域
要
件
を
定
め
た

場
合
に
は
、
欧
州
連
合
の
供
給
者
が
地
域
要
件
を
満

た
す
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
連
合
の
供
給

者
は
地
域
要
件
を
満
た
す
者
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
日
欧
協
定
附
属
書
10
第
２
編
第
Ｂ
節
２

に
お
い
て
、
中
核
市
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
、「
欧

州
連
合
の
供
給
者
は
、
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者（

2
（

に
与
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
（
中

略
）
を
与
え
ら
れ
る
」
こ
と
（
無
差
別
待
遇
原
則
）

が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、同
節
２
に
関
す
る
注
釈
（
ｆ
）（
以
下
「
注

釈
（
ｆ
）」
と
い
う
。）
に
お
い
て
「
こ
の
２
の
規
定

は
、
日
本
国
の
中
核
市
が
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る

調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上
の

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
条
に
第
２

項
第
１
号
及
び
第
２
号
が
設
け
ら
れ
、
中
核
市
の
長

が
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
の
参
加

を
奨
励
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
取
扱
い
（
例
外

措
置
）
が
規
定
さ
れ
た
。

注
釈
（
ｆ
）
は
、
単
に
「
現
地
の
中
小
企
業
に
よ

る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上

の
計
画
」
を
中
核
市
が
策
定
す
る
こ
と
を
許
容
し
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
中
核
市
の
長
が
、
現
地
の
中

小
企
業
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
奨
励
す

る
具
体
的
な
措
置
と
し
て
、
自
治
令
の
規
定
に
基
づ

く
種
々
の
入
札
参
加
資
格
の
設
定
（
制
限
）
等
を
行
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う
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注

釈
（
ｆ
）
に
基
づ
く
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
一
般

競
争
入
札
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
の
帰
結
と
し
て
、
地
域
要
件
を
満
た
さ
な
い
欧
州

連
合
の
供
給
者
を
他
の
「
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給

者
」
以
外
の
供
給
者
と
同
様
に
、
地
域
要
件
を
満
た

す
者
と
し
て
取
り
扱
わ
な
く
て
も
、
同
節
２
の
無
差

別
待
遇
原
則
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

（
２
）
地
方
特
例
政
令
第
５
条
第
２
項
第
１
号

及
び
第
２
号
に
つ
い
て

前
述
を
踏
ま
え
、
本
条
第
２
項
第
１
号
で
は
、
自

治
令
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

入
札
に
参
加
す
る
者
の
経
営
の
規
模
に
関
す
る
必
要

な
資
格
（
経
営
規
模
要
件
）
を
定
め
た
場
合
に
は
、

注
釈
（
ｆ
）
の
中
小
企
業
が
当
該
資
格
を
有
す
る
者

に
含
ま
れ
る
場
合
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
定
め
、
ま
た
、
本

条
第
２
項
第
２
号
で
は
、自
治
令
第
１
６
７
条
の
４
、

第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
及
び
第
１
６
７
条
の
５
の

２
の
規
定
に
よ
り
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
を
定
め
た
理
由
及
び
当
該
資
格
の
内
容
が
、

注
釈
（
ｆ
）
の
規
定
の
適
用
の
た
め
の
要
件
と
し
て

総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
件

と
し
て
定
め
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
本
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
中
核
市
の
長
が

特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
行
う
際
に

地
域
要
件
を
設
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
欧
州
連

合
の
供
給
者
が
地
域
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
地
域
要
件
を
満
た
す
者
と
し
て
取
り
扱

う
措
置
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ

れ
た
。

（
３
）
本
通
知
の
内
容

本
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
方
特
例
政
令
第

５
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め

る
場
合
及
び
同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が

定
め
る
要
件
を
定
め
る
件
に
つ
い
て
の
告
示
の
留
意

点
を
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
告
示
１
に
お
い
て
は
、
地
方
特
例
政
令
第

５
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め

る
場
合
は
、
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
38
年
法
律
第

１
５
４
号
）
第
２
条
第
１
項
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者

の
範
囲
を
基
本
と
し
て
中
核
市
の
方
針
・
計
画
（
注

釈
（
ｆ
）
に
規
定
す
る
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
調

達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上
の
計

画
に
当
た
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
中
小
企
業
（
以
下
「
中
核
市
が
定
め
る

中
小
企
業
」
と
い
う
。）
が
自
治
令
第
１
６
７
条
の

５
第
１
項
の
経
営
の
規
模
に
関
す
る
必
要
な
資
格
を

有
す
る
者
に
含
ま
れ
る
場
合
と
す
る
と
し
て
い
る
。

本
告
示
１
に
お
け
る
中
核
市
が
定
め
る
中
小
企
業

に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
に
関
す
る
施
策
の
基
本
法

で
あ
る
中
小
企
業
基
本
法
第
２
条
第
１
項
に
掲
げ
る

中
小
企
業
者
の
範
囲
を
基
本
と
し
て
、
各
中
核
市
が

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
方
針
・
計
画
に
定
め
る
必
要

が
あ
る
が
、
当
該
中
小
企
業
の
範
囲
が
同
項
に
掲
げ

る
中
小
企
業
者
の
範
囲
と
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の

客
観
性
の
確
保
に
つ
い
て
十
分
留
意
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

次
に
、
告
示
２
で
は
、
地
方
特
例
政
令
第
５
条
第

２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件

と
し
て
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

イ　

自
治
令
第
１
６
７
条
の
４
、
第
１
６
７
条
の

５
第
１
項
及
び
第
１
６
７
条
の
５
の
２
の
規
定

に
よ
り
必
要
な
資
格
を
定
め
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
中
核
市
が
定
め
る
中
小
企
業
に
よ
る
調
達

手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ　

当
該
資
格
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
中
核
市
が

定
め
る
中
小
企
業
の
事
業
所
の
所
在
地
が
当
該

中
核
市
又
は
当
該
中
核
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域

で
あ
る
こ
と
。

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
中
核
市
の
方

針
・
計
画
に
よ
り
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

本
告
示
２
の
ロ
に
定
め
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、

そ
の
詳
細
な
定
義
（
本
店
、
支
店
、
営
業
所
等
）
を

各
中
核
市
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い

こ
と
と
し
て
お
り
、
中
核
市
の
方
針
・
計
画
を
新
た
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に
策
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
の
計
画
（
例

（
3
（

）

の
よ
う
な
内
容
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
。こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
方
針
・
計
画
を
策
定

し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
中

核
市
が
行
う
調
達
に
お
い
て
当
該
方
針
・
計
画
を
適

用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
調
達
に
係
る
入
札
公
告
等

に
お
い
て
そ
の
旨
を
明
示
し
、
ま
た
、
既
に
中
核
市

が
定
め
て
い
る
中
小
企
業
振
興
計
画
や
官
公
需
に
つ

い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
41
年
法
律
第
97
号
）
に
基
づ
く
方
針
そ
の
他

契
約
・
入
札
に
関
す
る
規
程
等
に
お
い
て
、
本
告
示

に
定
め
る
各
要
件
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
計
画
等
を
も
っ
て
中
核
市
の
方
針
・
計
画

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

５　

お
わ
り
に

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
地
方
特
例
政
令
に
基
づ

く
特
定
調
達
契
約
は
、
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め

に
重
要
な
取
扱
い
で
あ
る
。
特
定
地
方
公
共
団
体
及

び
中
核
市
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
適
切
な

運
用
を
お
願
い
し
た
い
。

注（
１
）
中
核
市
に
つ
い
て
は
一
定
の
場
合
、
例
外
規
定
あ

り
。

（
２
）「
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
」
と
は
、
同
節
２

の
規
定
に
関
す
る
注
釈
（
ｂ
）
に
お
い
て
、「
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
22
年
政
令
第
16
号
）
第
１
６
７

条
の
５
の
２
の
規
定
に
従
っ
て
事
業
所
の
所
在
地
に

関
し
て
資
格
を
有
す
る
供
給
者
」
を
い
う
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

（
３
）
後
掲
の
本
通
知
参
照
。

通
知

「
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
五
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る

場
合
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大

臣
が
定
め
る
要
件
を
定
め
る
件
」
の
公
布
に
つ

い
て

「
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
五
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
及
び
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
定

め
る
件
」（
平
成
31
年
総
務
省
告
示
第
34
号
）
は
、

本
日
公
布
さ
れ
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国

と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
欧
協
定
」

と
い
う
。）の
効
力
発
生
の
日（
平
成
31
年
２
月
１
日
）

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

貴
職
に
お
か
れ
て
は
、下
記
事
項
に
御
留
意
の
上
、

日
欧
協
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
適
切
な
運
用
が
な
さ
れ

る
よ
う
、
格
別
の
配
慮
を
さ
れ
る
と
と
も
に
、
貴
都
道

府
県
内
の
中
核
市
に
対
し
て
こ
の
旨
周
知
願
い
ま
す
。

な
お
、
各
中
核
市
に
対
し
て
地
域
の
元
気
創
造
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
お
け
る
調
査
・
照
会
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
て
本
通
知
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
っ
て

い
る
こ
と
、
及
び
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
）
第
２
４
５
条
の
４
第
１
項
に
基
づ

く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

記

１　

本
告
示
一
に
お
け
る
中
核
市
が
定
め
る
中
小
企

業
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
に
関
す
る
施
策
の
基

本
法
で
あ
る
中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
38
年
法
律

第
１
５
４
号
）
第
２
条
第
１
項
に
掲
げ
る
中
小
企

業
者
の
範
囲
を
基
本
と
し
て
、
各
中
核
市
が
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
方
針
・
計
画
に
定
め
る
必
要
が

あ
る
が
、
当
該
中
小
企
業
の
範
囲
が
同
項
に
掲
げ

る
中
小
企
業
者
の
範
囲
と
異
な
る
場
合
に
は
、
そ

の
客
観
性
の
確
保
に
つ
い
て
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

２　

本
告
示
二
の
ロ
に
定
め
る
事
業
所
に
つ
い
て

は
、
そ
の
詳
細
な
定
義
（
本
店
、
支
店
、
営
業
所

等
）
を
各
中
核
市
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
は
差
し

支
え
な
い
こ
と
。

）

（
平
成
31
年
１
月
31
日
総
行
行
第
18
号
、
各
都
道
府
県
総
務
部
長

宛　

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
通
知
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３　

本
告
示
に
定
め
る
中
核
市
の
方
針
・
計
画
を
新

た
に
策
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
の
計
画

（
例
）
の
よ
う
な
内
容
が
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
方
針
・
計
画
を
策

定
し
た
場
合
に
は
、こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

中
核
市
が
行
う
調
達
に
お
い
て
当
該
方
針
・
計
画

を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
調
達
に
係
る
入
札

公
告
等
に
お
い
て
そ
の
旨
を
明
示
す
る
こ
と
。

ま
た
、
既
に
中
核
市
が
定
め
て
い
る
中
小
企
業

振
興
計
画
や
官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の

受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
41
年
法
律
第

97
号
）
に
基
づ
く
方
針
そ
の
他
契
約
・
入
札
に
関

す
る
規
程
等
に
お
い
て
、
本
告
示
に
定
め
る
各
要

件
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
計

画
等
を
も
っ
て
中
核
市
の
方
針
・
計
画
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
別
紙
）

○
○
市
地
域
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の

参
加
の
奨
励
に
関
す
る
計
画
（
例
）

１　

本
計
画
の
性
格

本
計
画
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と

欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
附
属
書
十
第
二
編
第
Ｂ

節
２
の
規
定
に
関
す
る
注
釈
（
ｆ
）
に
規
定
す
る
、

現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨

励
す
る
た
め
の
政
策
上
の
計
画
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
。

２　

本
計
画
の
目
的

本
計
画
は
、
本
市
が
行
う
地
方
公
共
団
体
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
７
年
政
令
第
３
７
２
号
）
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
お
い

て
、
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励

す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
中
小
企
業
の
受
注
機
会

の
増
大
に
努
め
、
も
っ
て
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展

及
び
市
民
生
活
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３　

中
小
企
業
の
範
囲

本
計
画
に
お
け
る
中
小
企
業
は
、
中
小
企
業
基
本

法
（
昭
和
38
年
法
律
第
１
５
４
号
）
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
と
す
る
。

４　

中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
の
奨
励

本
市
は
、
２
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
透
明
か

つ
公
正
な
競
争
の
確
保
及
び
予
算
の
適
正
な
執
行
に

留
意
し
つ
つ
、
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参

加
を
奨
励
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

中
小
企
業
の
事
業
所
の
所
在
地

本
計
画
の
対
象
と
な
る
中
小
企
業
は
、
本
市
内
に

事
業
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

※
入
札
公
告
等
に
お
け
る
明
示
の
例

　
　
　

入
札
公
告

（
中
略
）

○　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（
中
略
）

（
○
）　

本
入
札
に
お
い
て
は
、
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
し
て
、
経
済
上
の

連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の

協
定
の
附
属
書
十
第
二
編
第
Ｂ
節
２
の
規
定
に

関
す
る
注
釈
（
ｆ
）
に
規
定
す
る
現
地
の
中
小

企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る

た
め
の
政
策
上
の
計
画
に
該
当
す
る
「
○
○
市

地
域
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加

の
奨
励
に
関
す
る
計
画
」
を
適
用
す
る
。

○
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
総
務
省
告
示
第

三
十
四
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
一
号
に
規
定

す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
及
び
同
項
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
次
の
よ

う
に
定
め
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と

欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日

総
務
大
臣　

石
田　

真
敏
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一　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
以
下
「
特

例
政
令
」
と
い
う
。）
第
五
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
は
、
中

小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
掲
げ
る
中
小

企
業
者
の
範
囲
を
基
本
と
し
て
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市

（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。）
の
方
針
・
計
画

（
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連

合
と
の
間
の
協
定
の
附
属
書
十
第
二
編
第
Ｂ
節

２
の
規
定
に
関
す
る
注
釈
（
ｆ
）
に
規
定
す
る

現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加

を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上
の
計
画
に
当
た
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
中
小
企
業
（
以
下
「
中
核
市
が
定
め
る
中

小
企
業
」と
い
う
。）が
地
方
自
治
法
施
行
令（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条

の
五
第
一
項
の
経
営
の
規
模
に
関
す
る
必
要
な

資
格
を
有
す
る
者
に
含
ま
れ
る
場
合
と
す
る
。

二　

特
例
政
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

イ　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の

四
、
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
必
要

な
資
格
を
定
め
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
中
核

市
が
定
め
る
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ

の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ　

当
該
資
格
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
中
核
市

が
定
め
る
中
小
企
業
の
事
業
所
の
所
在
地
が

当
該
中
核
市
又
は
当
該
中
核
市
及
び
そ
の
周

辺
地
域
で
あ
る
こ
と
。

ハ　

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
中
核
市
の
方

針
・
計
画
に
よ
り
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。


